
 

 

 

鹿児島市山下町１番１号 

                                           https://nangin.jp/ 

 

 

2023年 4月 3日 

 

 

弊行の「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針について 

 

 弊行は、従前より「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨をふまえ、担保・保証に過度な依存をし

ない取組みを進めてまいりました。安易な個人保証に依存せず、企業の成長可能性や事業性を勘案し、真

摯な対応に取り組んでまいります。 

 

■ 具体的な対応について 

個人保証の必要性について十分な検討を行い、個人保証契約を締結する場合には、お客さまへ具体的な

説明を実施いたします。 

 

■ ご説明内容について 

1.保証契約を締結・変更・解除する場合の確認項目について 

 ① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離が図られているか。 

 ② 財務基盤の強化が図られているか。 

 ③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保が図られているか。 

2.保証債務履行の請求せざるを得ない状況となった場合について 

一律に保証金額の全額を請求せず、お客さまの資産状況等を勘案し履行の範囲を決定致します。 

 

■ 経営者保証に関するガイドラインの詳細について 

詳細につきましては、以下のサイトをご参照下さい。 

全国銀行協会（外部リンク）  

日本商工会議所（外部リンク） 

当行の経営者保証ガイドラインについて 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 

融資部 融資企画グループ 

℡ 099-226-1788 

受付時間：銀行営業日 9：00～17：00 

https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
https://www.jcci.or.jp/sme/assurance.html
https://nangin.jp/about/cat4515/post_4.html

